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Ⅰ．下水道事業

Ⅰ－１　福岡県の下水道変遷

　福岡県は、本州との交通の要衝に位置し、九州の政治、経済、文化の中枢都市として発展した福岡市、
北九州市の両政令市を含む 60 市町村（29 市 29 町２村）から構成される。その行政面積は、4,976㎢、
４つの地方生活圏に約 513 万人が居住している。
　福岡県における下水道の歴史は古く、大正７年、若松市（現北九州市若松区）が第１期の事業認可を
得て最初の下水道事業に着手した。以降戦前までに小倉市（現北九州市小倉北区、大正14年）、福岡市（昭
和５年）、八幡市（現北九州市八幡東区、八幡西区、昭和９年）において事業が進められ、一部地域に
おいて供用開始にまで至ったが、太平洋戦争の勃発により昭和 17年に中断のやむなきに至った。
　戦後における下水道事業は、昭和 26 年に、上記の各都市において処理施設を持つ新たな下水道事業
として生まれ変わり再開されることとなった。上記を除く下水道事業の着手は、県南の工業都市である
大牟田市（昭和 32 年）が最も早く、それ以外の都市においては高度成長期に入った昭和 40 年代から
である。
　県事業である流域下水道事業は、昭和 46 年度に福岡市及びその周辺４市１町を対象として御笠川那
珂川流域下水道事業が着手され、昭和 59 年度には小郡・筑紫野ニュータウン地区を対象として宝満川
流域下水道事業、引き続き昭和 60 年度には福岡市東部に隣接する糟屋郡内６町を対象として多々良川
流域下水道事業が着手された。
　その後、平成５年度に宝満川上流流域下水道事業、平成６年度に筑後川中流右岸流域下水道事業、平
成７年度に遠賀川下流流域下水道事業、平成９年度に矢部川流域下水道事業、平成 11 年度には、遠賀
川中流流域下水道事業に相次ぎ着手した。平成 17 年度には、全国初の雨水のみを対象とした流域下水
道である明星寺川流域下水道事業（飯塚市（旧飯塚市と旧穂波町））に着手したが、平成 26 年度に事
業が完了し、平成 27 年３月 31 日に飯塚市に移行した。その結果、現在は汚水のみを対象とした上記
８箇所の流域下水道事業を実施している。
　また、汚水処理の未整備地域の 10 年概成、既整備地域の施設の効率的な改築・更新、各種汚水処理
施設間の連携などを踏まえ、平成 29年３月に「福岡県汚水処理構想」の３度目の見直しを行った。
一方、平成 30 年度末の福岡県（政令市含む）における公共下水道事業は、特定環境保全公共下水道事
業実施の 11市３町を含め、27市 20 町で整備が進められ、全てにおいて供用開始されている。
　平成 30年度末現在における下水道処理人口普及率は 82.1％と全国平均 79.3％を上回っているが、両
政令市を除いた場合は 65.4％であり、今後も地方都市における下水道事業の促進が重要な課題である。
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Ⅰ－２　下水道の役割

（１）公衆衛生の向上
　生活あるいは生産活動に伴って生じる汚水が、住宅地付近に滞留すると、悪臭の発生や、蚊や蠅の発
生源となるだけでなく、伝染病発生の可能性も増大する。
　下水道を整備することにより、汚水は速やかに排除され、周辺環境が改善する。

（２）生活環境の改善
　下水道が整備されると、従来のくみ取り便所に替わり、快適で衛生的な水洗便所が使えるようになる。

（３）浸水被害の防除
　急激に市街地が進行した地区では貯水能力が低下し、各地で浸水被害が発生している。下水道は河川
とともに雨水の排除のための重要な役割を担っている。

（４）公共用水域の水質保全
　生活雑排水などが処理されないまま、川や湖に流れ込むと水質が悪化し、悪臭の発生や、魚が住めな
くなる。
　下水道は汚水を浄化して公共用水域に戻すため、水質の保全に大きく寄与している。

（５）地球温暖化防止及び循環型社会の構築
　下水道は、処理水、下水汚泥、消化ガス、下水熱等多くの循環資源を有している。主に、省エネルギー
施設の導入、再生水の利用、下水汚泥や消化ガスのバイオマスとしての利用などに取り組んでおり、地
球温暖化防止や循環型社会の構築に貢献している。

Ⅰ－３　下水道のしくみ

　家庭や工場から発生した汚水は、下水管及びポンプ場を経由して終末処理場に送られ清澄な水に処理
した後、公共用水域に放流される（図Ⅰ－１、図Ⅰ－３）。
　下水の排除方式としては、合流式と分流式に分けられる。
　合流式とは汚水と雨水を同一の管渠系統で排除するもので、分流式とは汚水と雨水を別々の管渠系統
で排除するものである（図Ⅰ－２）。近年の下水道では、主に分流式が採用されている。

図Ⅰ－１　下水道のしくみ 図Ⅰ－２　合流式と分流式の違い
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図Ⅰ－４　下水道の種類

Ⅰ－４　下水道の種類

図Ⅰ－４　下水道の種類
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Ⅰ－５　下水道の実施状況
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新町浄化センター（北九州市）
宗像終末処理場（宗像市）

柳川浄化センター（柳川市）

吉井浄化センター（うきは市）

秋月浄化センター（朝倉市）

上長田浄化センター（みやま市）

前原下水管理センター（糸島市）

南部浄化センター（大牟田市）

福間浄化センター（福津市）

大川市水処理センター 管理棟（大川市）

行橋浄化センター（行橋市）

豊前市浄化センター（豊前市）

古賀水再生センター（古賀市）
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図Ⅰ－５　県内下水道事業実施状況図

　　　　　（平成31年３月 31日現在）
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Ⅰ－６　下水道整備状況
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図Ⅰ－６　下水道事業普及率状況図

　　　　　（平成31年３月 31日現在）
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Ⅰ－８　下水汚泥処理処分状況
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Ⅰ－９　汚水処理人口普及率状況総括図（平成30年度末）
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大牟田市　有明海

宮若市　清水寺からの雲海

直方市　遠賀川

志免町　宇美川

福津市　恋の浦

八女市　矢部川

大川市　大川公園

朝倉市　菱野・三連水車
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Ⅰ－10　事業実施の手順

　市町村等が下水道の建設に着手しようとする場合、あらかじめ都市計画法、または、下水道法等に定
める手続きを経ることが必要である。
　これを、公共下水道を例にとるとおよそ次のとおりである。

（１）基本計画（全体計画）の策定
　基本計画は、①浸水の防除（雨水の排除）②生活環境の改善（汚水の排除）③公共用水域の水質保全
という下水道の目的が達成されるよう、その都市の実情に合わせて、総合的に策定する必要がある。
　下水道は管渠、ポンプ場、処理場等の各施設が一連のシステムとして機能すること、また、人口減少
下においても、持続的に適切な下水道整備・管理が実施できることなど、十分な検討を加えた基本計画
を策定することが肝要である。

◆計画策定に当たっての具体的方針
　１）上位計画との整合
　下水道の計画は、市町村マスタープラン、下水道法に基づく流域別下水道整備総合計画、都道府県
構想、特定都市河川浸水被害対策法に基づく流域水害対策計画等に適合している必要がある。
　２）全体計画区域の設定
　将来の地域の状況に対応した長期的な下水道整備の実施計画である全体計画については、長期的な

図Ⅰ－10　公共下水道事業実施の手順
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人口の増加・減少の見込みや財政収支の見込み等を勘案するなど、総合的な見地から計画区域を設定
する必要がある。
　３）雨水対策計画
　雨水の排除に当たっては、単に浸水区域の解消を図るための局所的な対応ではなく、大局的、予防
保全的な対応をする必要があり、都市全域の総合的な雨水管理計画を策定することが重要である。

（２）都市計画決定
　下水道は、都市計画法において、道路・公園とともに、都市施設として規定されており（都計法 11
①（３））市街化区域においては、少なくとも定めるべきものとされている（都計法 13①（11））。
　当該市町村に市町村都市計画審議会を設置している場合は当該市町村都市計画審議会の審議を経て、
都市計画を決定するものとする（都計法 19①）。また、市町村都市計画審議会を設置していない場合は、
都道府県都市計画審議会の審議を経なければならない。
　市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ県知事に協議しなければならない。この
場合において、町村にあたっては県知事の同意を得なければならない（都計法 19③）。

（３）下水道法事業計画の策定
　公共（流域）下水道事業の管理者は公共（流域）下水道を設置しようとするときは、下水道法の規定
により、事業計画を策定しなければならない。なお、流域下水道管理者は国土交通大臣へ、公共下水道
管理者（指定都市を除く）は県知事へ協議を行うこととなっている（法４①）。
　下水道事業計画は、優先度の高い区域から５～７年の間に財政、執行能力等の点で整備可能な区域に
ついて策定することが望ましく、下水道の配置、構造、能力等を定めるものとする。また、過大な財政
計画とならないよう適切かつ実施可能な事業計画内容とすることが必要である。
　なお、平成 27 年 11 月 19 日に施行された改正下水道法において、下水道法の事業計画について以下
のとおり記載事項が追加されている。
　・「排水施設の点検の方法及び頻度」
　・「施設の設置及び昨日の維持に関する中長期的な方針」の作成
　・「財源計画書」の様式の変更
　改正下水道法の施行前に策定されている事業計画については、平成 30 年 11 月 18 日までに事業計画
を変更する必要がある。なお、平成 27 年 11 月 19 日以降に事業計画を変更する場合は、変更時点で改
正下水道法の記載内容に適合させる必要がある。

（４）都市計画法事業認可
　都市計画で定められた下水道は、都市計画事業として施行される。都市計画事業の認可においては、
事業の施行場所、施行期間等が具体的に明示されており、「土地収用法による事業認定」（都計法 69 ～
73）があったものとみなして、土地収用法が適用されることとなるので、関係図書の写しを公衆の縦
覧に供し、地域住民に事業施行期間及び事業地等を周知させるとともに（都計法 62 ②，66）、土地収
用法に基づき関係権利者等への周知措置を講ずる必要がある。
　また、都市計画法の事業認可を受けた後は、確実に事業を行う必要があるので、事業認可を受ける範
囲は、都市計画決定を受け、かつ下水道法事業計画で定められた区域のうち、５～７年以内に確実に事
業の着手ができる区域に設定するのが適当である。
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　事業認可は、市町村施行であれば県知事が、県施行であれば国土交通大臣（地方整備局長）が行う。

（５）設計・建設～供用開始
　事業認可を受けた後、各施設の実施設計を行い、建設工事に着手することになる。下水道施設は、過
大な先行投資を抑制するため、管渠整備による流入下水量の伸びに対して段階的に行う必要がある。

（６）点検・調査～修繕・改築
　下水道は、建設した施設を適正に機能させることによってその目的が達成される。そのためには、施
設の状態を良好に保つとともに老朽化した施設等については改築を行うことが重要である。
　平成 28 年度から、点検・調査から修繕・改築までを一体的にとらえた下水道施設の適正な管理を積
極的に支援するため、「下水道ストックマネジメント支援制度」が創設されている。

大牟田市　臥龍桜

遠賀町　菜の花

築上町　白い彼岸花祭り

春日市　白水大池公園
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Ⅰ－11　下水道事業における関係予算

Ⅰ－11－１　事業の財源の構成
　公共下水道事業、流域下水道事業及び都市下水路事業の財源の構成については、以下のとおりである。



― 49 ―

Ⅰ－11－２　下水道事業における交付金

（１）社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金
　平成 22 年度予算より、これまでの個別補助金を原則廃止し、施策目的実現のため基幹的な事業（基
幹事業）のほか、関連する社会資本整備や基幹事業の効果を一層高めるソフト事業を含めた幅広い事業
を一体的に支援する「社会資本整備総合交付金」が創設された。
　本交付金は社会資本総合整備計画（計画期間がおおむね３～５年間）に位置づけられた事業の範囲内
で、地方公共団体が国費を自由に充当することが可能である。また、平成 24 年度補正予算より、イン
フラ再構築（老朽化対策、事前防災・減災対策）及び生活空間の安全確保の取り組みを集中的に支援す
る「防災・安全交付金」が創設された。

１）交付対象事業
　交付対象事業は、社会資本整備総合交付金事業、防災・安全交付金事業ともに、それぞれの社会資本
総合整備計画に記載された基幹事業、関連社会資本整備事業、効果促進事業、及び社会資本整備円滑化
地籍整備事業の四つで構成される。
①基幹事業
　従来の補助対象事業であり、社会資本総合整備計画の目標を実現するために交付対象者が実施する基
幹的な事業である。なお、防災・安全交付金事業の対象事業については、整備計画の目標が命と暮らし
を守るインフラ再構築又は生活空間の安全確保に資するものに限られる。
②関連社会資本整備事業
　社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹事業と一体的に実施することが必要な事業である。
平成 29 年度からは、従前の維持に関する事業、レクリエーションに関する施設の整備事業に加え、基
幹事業としての交付対象要件を満たさない事業（平成 28 年度末日までに国土交通省に提出された整備
計画に位置づけられたもので、その計画の計画期間内に実施された者を除く）も交付対象外となってい
る。
③効果促進事業
　社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹事業と一体となってその効果を一層高めるために
必要な事業である。なお、効果促進事業に係る事業費の合計額は、社会資本総合整備計画ごとに交付対
象事業の全体事業費の 20/100 を目途とする。

図Ⅰ－13　交付金制度の移り変わり
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　 ただし、次に掲げるものを除く。
 　・交付金事業者の運営に必要な人件費、賃借料その他の経常的な経費への充当を目的とする事業等
　 ・交付対象となる地方公共団体の区域を著しく越えて運行される公共交通機関に係る事業等
　 ・レクリエーションに関する施設の整備事業
④社会資本整備円滑化地籍整備事業
　 社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹事業と一体的に実施することが必要な事業であ
り、基幹事業に先行し、又は合わせて実施する国土調査法第６条の４第１項に規定する地籍調査であっ
て、社会資本整備の円滑化に資する事業である。

２）社会資本総合整備計画
①社会資本総合整備計画
　地方公共団体等が社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金により事業を実施しようとする場合は、
計画の名称や目標、期間、交付対象事業等を記載した社会資本総合整備計画を作成し、国土交通省に提
出することとなっている。整備計画は、目標や期間を同じくし一体的に行われる複数の事業で構成され
るものであり、単独の市町村や県及び複数の市町村で作成することが可能である。なお、社会資本整備
総合交付金の配分・交付はこの整備計画単位で行われる。
　（整備計画に記載する事業は各種法定計画、住民等関係者との調整等の観点から、円滑な整備計画に
位置づける場合には事業計画内であるものが対象となり、その後、必要に応じて事業計画を変更し、実
現性が高くなった時点で整備計画を変更し、新たな事業を追加することが必要。）
　なお、地方公共団体等は、社会資本総合整備計画を作成したときは、インターネットの利用により公
表することとなっている。
（社会資本総合整備計画の作成イメージは「下水道事業の手引」第３章３－１を参照）
②実施に関する計画
　社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金を受けて交付対象事業を実施しようとする地方公共団体
等は、毎年度、当該年度の実施に関する計画を国に提出する。実施計画は、当該年度の要素事業ごとの

図Ⅰ－14　効果促進事業の事例（一部）
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国費の額を明記する。
　また、実施計画を国に提出した後に、各整備計画ごとの基礎額の合計額を変更する場合は、再度、変
更した実施計画を国に提出する。
（実施に関する計画の作成イメージは「下水道事業の手引」第３章３－１を参照）
③事業評価
　平成 22 年度予算より、下水道事業は原則として社会資本整備総合交付金により支援されることを踏
まえ、補助金交付のために行われてきた従来の新規事業採択時評価、事業再評価を実施する必要はなく
なった。ただし、社会資本総合整備計画を作成するときに次に掲げる事項について地方公共団体は自主
的・主体的に検証を行い、その結果をインターネットの利用により公表するとともに、国土交通大臣に
報告することになっている。

（事前評価）　・目標の妥当性　・整備計画の効果及び効率性　・整備計画の実現可能性

　中間評価は必要に応じて、事後評価は交付対象期間の終了時に行う必要がある。

（事後評価）　・同交付金を充てた要素事業の進捗状況　・事業効果の発現状況
　　　　　　・中間評価にあっては評価指標の中間目標値の実現状況
　　　　　　・事後評価にあっては評価指標の最終目標値の実現状況
　　　　　　・今後の方針

図Ⅰ－15　整備計画提出から交付申請までの手続きの流れ
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３）その他
①下水道事業における国の重点配分の考え方（令和元年度）
　○社会資本整備総合交付金
　社会資本整備総合交付金における下水道事業においては、持続可能な経済社会の実現に資するとの
考えの下、下水道の公共的役割・性格を勘案し、地域の特性等に配慮しつつ、以下の事業に特化して
策定される整備計画に対して重点配分を行うことする。

　１　アクションプランに基づく下水道未普及対策事業
　２　PPP/PFI、下水汚泥のエネルギー利用、広域化・共同化の取組を推進するため追加的に必要と
なる下水道事業

　○防災・安全交付金
　防災・安全交付金における下水道事業においては、国民の命と暮らしを守るインフラを再構築する
との考えの下、下水道の公共的役割・性格を勘案し、地域の特性等に配慮しつつ、以下の事業に特化
して策定される整備計画に対して重点配分を行うこととなっている。

　１　各地方公共団体が定める下水道事業計画に基づく雨水対策事業
　２　国民の安全・安心の確保に向けた以下の取り組みを推進するために追加的に必要となる下水道
　　　事業
　　・南海トラフ地震・首都直下地震の対象地域における　ア）重要施設（消毒施設、管理棟、下水
　　　道道総合自身計画に位置づけられている管渠）の地震対策、イ）下水道施設の津波対策
　　・下水道総合地震対策事業（マンホールトイレ整備を含むものに限る）
　　・下水道施設の耐水化・非常用電源確保（津波対策を含む）

②国における配分にあたっての事業横断的な配慮事項（令和元年度）
　○ストック効果の最大化を図る観点から、
　　・事業完了が目前で、あとわずかな投資で大きな経済効果が発揮される事業
　　・民間投資計画と連動して大きな経済効果が発揮される事業
を含む整備計画である場合には社会資本整備総合交付金の配分に当たって一定程度配慮する。
○ PPP/PFI の活用による民間投資の誘発を促進する事業を含む整備計画である場合には社会資本整
備総合交付金の配分に当たって一定程度配慮する。

　○国土強靱化等の取組により国民の安全・安心の確保を推進する観点から、
　　・ 頻発する風水害・土砂災害や大規模地震・津波に対する総合的な防災・減災対策
　　・ インフラ長寿命化計画を踏まえた総合的な老朽化対策等
を緊急に進める横串・大括り化した総合的な整備計画である場合には、防災・安全交付金の配分に
当たって一定程度配慮する。
○国土強靱化地域計画に基づき実施される事業を含む整備計画である場合には防災・安全交付金の配
分、定住自立圏共生ビジョン又は連携中枢都市圏ビジョンに基づき実施される事業を含む整備計画
である場合には社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金の配分に当たって一定程度配慮する。
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Ⅰ－11－３　地方創生汚水処理施設整備推進交付金

　平成 17 年４月１日「地域再生法」が施行され、地域再生基盤強化交付金が創設された。その後、平
成 28 年４月 20 日に地方再生法が改正され、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための事業に対し、
従来の地域再生基盤強化交付金に代わり地方創生推進交付金（まち・ひと・しごと創生交付金）が創設
された。
　地方創生推進交付金のうち汚水処理事業については、下水道、集落排水施設、浄化槽の２つ以上を総
合的に整備する事業が交付対象となる（地方創生汚水処理施設整備推進交付金）。

※個々の補助制度に基づく手続きによらず、市町村の定めた計画に基づき、３～５年分を一括して認定
されるものである。
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遠賀町　夏まつり

苅田町　等覚寺の松会（幣切り）４月

八女市　福島燈篭人形

糸島市　高祖神楽

志免町　ともにともそうプロジェクト

古賀市　まつり古賀


